
国

都道府県

市町村

１号２号

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

介護保険審査会

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

申請・認定

財政安定化基金

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

国
25

％

1



2

1号被保険者 2号被保険者

住所地（住民票がある） 〇 〇

年齢 65歳以上 40以上～65歳未満

医療保険加入者 〇

適用除外施設（介護保険の被保険者でも以下の施設に入っていると介護保険が適用されない）
・障害者支援施設
・救護施設
・医療型障害児入所施設
・のぞみ園、国立ハンセン病療養所

・介護保険→生活保護を受けていても介護保険の被保険者になる
・後期高齢者医療保険→生活保護を受けていると後期高齢者医療保険の被保険者にならない

介護保険の被保険者
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国

都道府県

市町村

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

介護保険審査会

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

２号 １号

申請・認定

財政安定化基金

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

国
25

％

8
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保険給付の種類

介護給付

居宅サービス

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

償
還

地域密着型サービス

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

居宅介護サービス費

施設介護サービス費

地域密着型介護サービス費

居宅介護サービス計画費

特定入所者介護サービス費

居宅介護福祉用具購入費

居宅介護住宅改修費

特例サービス費

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

現
物

償
還

ほ １ 、つ ６ 以外
④、⑤、⑥

介護予防支援

保険給付はたくさんある

現物給付と償還払いの種類

保険給付が適用される介護サービスの種類

10は審査請求として認められる？
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国

都道府県

市町村

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

介護保険審査会

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

２号 １号

申請・認定

財政安定化基金

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

国
25

％

13

保険料未納による→2分の1を交付
見込みを上回る給付費増大→必要な額を貸与
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国

都道府県

市町村

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

介護保険審査会

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

２号 １号

申請・認定

財政安定化基金

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

国
25

％

15



利用者（被保険者）

市町村（一次判定）

介護認定審査会（二次判定）

申請 認定調査

主治医意見書

主治医がいない
場合は
市町村の指定す
る医師の診断を
受ける

調査結果等の通知、審査・判定依頼 審査・判定結果の通知

市町村

指定市
町村事
務受託
法人

地域包
括支援
センタ
ー

指定居
宅介護
支援事
業者

⑧
介護保
険施設

代行 × × 〇 〇 〇 〇

新規 〇 〇 × × × ×

家族による代理申請や民生委員、社会保険労務士による申請代行も認められる

認定等の通知

16
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国

都道府県

市町村

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

介護保険審査会

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

２号 １号

申請・認定

財政安定化基金

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

国
25

％

20

保険給付って？
現物給付って？
償還払いって？

介護給付と予防給付の
違いは？
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介護事業所・施設・会社

国保連

残り9,000円の請求は事業
所・施設がやってくれる
現物給付（青い引出し）

1万円は自分で申請しない
と返ってこない
償還払い（赤い引出し）



保険給付の種類

介護給付

居宅サービス A

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス D

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

地域密着型サービス
B

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援
C

居宅介護サービス費A

地域密着型介護サービス費B

居宅介護サービス計画費C

施設介護サービス費 D

特定入所者介護サービス費E

現
物

A

ほ １ 、つ ６ 以外

B

④、⑤、⑥

介護予防支援 C

保険給付は3種類
介護給付を覚えれば予防給付は簡単
右側は市町村が指定、左側は都道府県が指定

保険給付が適用される介護サービスの種類

22
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保険給付の種類

介護給付

居宅サービス A

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス D

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

償
還

地域密着型サービス
B

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援
C

居宅介護サービス費A

地域密着型介護サービス費B

居宅介護サービス計画費C

施設介護サービス費 D

特定入所者介護サービス費E

居宅介護福祉用具購入費A12

居宅介護住宅改修費

特例サービス費（A～E）

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

現
物

償
還

A

ほ １ 、つ ６ 以外

B

④、⑤、⑥

介護予防支援 C

保険給付って３つだけ？
審査請求は保険給付（認定と被保険者証交付含む）、保険料・徴収金

特定入所者介護サービス費って？
特定入所者介護サービス費はAのた8、た9、Bの⑧、Dの介護保険施設

保険給付が適用される介護サービスの種類

24
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国

都道府県

市町村

特別徴収普通徴収

サービス事業者・施設

医療保険者

支払基金 年金保険者

介護認定審査会

介護保険審査会

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

２号 １号

申請・認定

財政安定化基金

保
険
料
50

％

27％ 23％

国保連

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

国
25

％

26

償還払い（申請書）
利用者→市町村

現物給付（請求書）
事業者→国保連

現物給付と償還払いの違い

社会福祉法人等による利用
者負担額軽減制度
基準該当サービス
特例サービス費って？



保険給付の種類

介護給付

居宅サービス A

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス D

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

償
還

地域密着型サービス
B

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援
C

居宅介護サービス費A

地域密着型介護サービス費B

居宅介護サービス計画費C

施設介護サービス費 D

特定入所者介護サービス費E

居宅介護福祉用具購入費A12

居宅介護住宅改修費

特例サービス費（A～E）

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

現
物

償
還

A

ほ １ 、つ ６ 以外

B

④、⑤、⑥

介護予防支援 C

保険給付が適用される介護サービスの種類

27

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となる
1,6,8 ＋ ⑥⑦以外＋ 介護老人福祉施設
基準該当サービスの対象となる

1,2,6,8,11 ＋ 支援 ※地域密着型サービスは全て対象にならない



元々現物給付のものが償還払
いとして認められるだけ
左の５つの請求書の前に
特例がつくだけ

28

基準該当サービスは申請書（特例サービス費）
として認められている
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保険給付の種類

介護給付

居宅サービス A

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス D

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

償
還

地域密着型サービス
B

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援
C

居宅介護サービス費A

地域密着型介護サービス費B

居宅介護サービス計画費C

施設介護サービス費 D

特定入所者介護サービス費E

居宅介護福祉用具購入費A12

居宅介護住宅改修費

特例サービス費（A～E）

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

現
物

償
還

A

ほ １ 、つ ６ 以外

B

④、⑤、⑥

介護予防支援 C
この表をかけるようにしておきましょう

保険給付が適用される介護サービスの種類

32



33

CとDは適用されない
A、Bのサービスで適用されないのは
５，１０、⑥、⑦、⑧



保険給付の種類

介護給付

居宅サービス

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所た8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

予防給付

市町村特別給付

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

現
物

償
還

地域密着型サービス

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

居宅介護サービス費

施設介護サービス費

地域密着型介護サービス費

居宅介護サービス計画費

特定入所者介護サービス費

居宅介護福祉用具購入費

居宅介護住宅改修費

特例サービス費

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

現
物

償
還

ほ １ 、つ ６ 以外
④、⑤、⑥

介護予防支援

・特定福祉用具販売は福祉用具購入費支給限度基準額（年間10万）
・住宅改修費は住宅改修費支給限度基準額（同一住宅20万）

現物給付と償還払いの種類

保険給付が適用される介護サービスの種類

34

区分支給限度基準額
が適用されないもの
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・区分支給限度基準額が適用されないもの
A５、１０ B⑥⑦⑧ C× D×

36

・特定入所者介護サービス費（=おむつ代が保険給付に含まれる）

A８、９ B⑧ C× D４つ

・社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度の対象となる

A１、６、８ B⑥⑦以外 C× D介護老人福祉施設

・基準該当サービスの対象となる

A１、２、６、８、１１ B× C〇 D×



役割りとして
考えた場合

介護給付

予防給付

市町村特別給付

地域支援事業

介護予防・日常
生活支援

総合事業

包括的支援
事業

任意事業

一般介護予防事業

１号介護予防支援事業

介護給付等費用適正化事業

介護予防・生活支援サービス事業

総合相談支援事業

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

地域ケア会議推進事業

認知症総合支援事業

家族介護支援事業

１号訪問事業 ほ１

１号通所事業 つ６

１号生活支援事業

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

対象者

地域支援事業

37

介護予防・生活支
援サービス事業

要支援＋基本チェックリス
ト該当者

一般介護予防事業 1号被保険者（要支援＋要介
護）
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都道府県 市町村

国
要介護・要支援の認定基準、介護報酬の算定基準、区分支給限度基準額の設定、基本指針の策定、負担率など

・介護保険審査会の設置・運営

・財政安定化基金の設置・運営

・介護サービス情報の公表

・介護支援専門員

・指定市町村事務事務受託法人の指定

・左側の運営基準・指定

・介護認定審査会の設置

・財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金返済

・区分支給限度基準額の上乗せ

・福祉用具購入費限度基準額の上乗せ

・住宅改修費限度基準額の上乗せ

・種類支給限度基準額の設定

・地域包括支援センターの設置

・１号被保険者の保険料率の決定

・保険料滞納被保険者に対する措置

・特別会計の設置

・右側の運営基準・指定

・事業者への立入検査

居宅サービス

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指

導
・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ
・短期 た8 短期入所生活介
護

9 短期入所療養介
護
・その他 10特定施設入居者生
活介護

11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保険施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

地域密着型サ
ービス

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

支援 41



42



43



都道府県介護保険事業支援計画

・介護専用型特定施設入居者生活介護

・⑦

・⑧

・介護給付等対象サービスの量

・介護保険施設

・介護支援専門員

・相互間の連絡調整

・介護サービス情報の公表

市町村介護保険事業計画

・⑥

・⑦

・⑧

・介護給付等対象サービスの種類ごとの量

・地域支援事業（市町村相互間の連絡調整を除く）

・事業等を行う者相互間の連携の確保

国
基本指針

3年を1期
一体のものとして作成するべき計画：老人福祉計画 44
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介護予防サービス計画 居宅サービス計画 施設サービス計画

計画作成者
地域包括支援センターの

担当職員
保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、相談業務に3年以上従事した社会福祉主事

指定居宅介護支援事業所の介護支

援専門員

介護保険施設の担当介護支援専

門員

課題分析
利用者の居宅を訪問
利用者＋家族に面接

利用者の居宅を訪問
利用者＋家族に面接

入所者＋家族に面接

原案 〇 〇 〇

サービス担当者会議
利用者、家族、サービス担当者、
主治医等

利用者、家族、サービス担当者、
主治医等

施設のサービス担当者

計画の作成・交付
利用者＋家族に説明
利用者の同意・交付

利用者＋家族に説明
利用者の同意・交付

入所者＋家族に説明
入所者の同意・交付

モニタリング
3ヶ月に1回
利用者の居宅を訪問
利用者に面接

1ヶ月に1回
利用者の居宅を訪問
利用者に面接

定期的

業者 1ヶ月に1回 継続的

記録 1ヶ月に1回 1ヶ月に1回 定期的 47



48



49



50


